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１．三豊総合病院の概要 

 （１）沿革 

年月 沿革 
指定基準・施設基準 

施設認定 
病床数 

S26.12 
「三豊第一病院」周辺 7 ヵ町村の組合立病院として開設 

診療科目:内科・外科・産婦人科・放射線科 
 一般 37 床 

S30.4 町村合併により豊浜・大野原町組合立病院となる   

S33.12 診療棟新築(鉄筋コンクリート・一部 3 階建)   

S37.10 病棟部門を整備・増床  

一般 107 床 

結核 35 床 

計 205 床 

S38.4 「三豊総合病院」と改称   

S43.2 協力大学医局が京都大学から主として岡山大学に交代   

S46.3 東病棟及びリハビリ部門増築完成   

S47.4 理学療法開始   

S47.10 東病棟 5 階を病棟に変更・増床 療養指導室設置  

一般 285 床 

結核 35 床 

計 260 床 

S51.4 人工透析センター開設 腎友会(透析患者会)結成   

S52.4 西病棟及び手術・検査・放射線部門増築完成  

一般 285 床 

結核 35 床 

計 320 床 

S53.2 心臓血管撮影装置導入   

S53.11 走査型電子顕微鏡装置導入   

S54.11 給食棟(厨房・職員食堂)完成   

S55.4 外来診療部門増築   

S61.3 訪問診察、訪問リハビリ開始   

S61.4 
観音寺市･山本町･財田町が経営に加入し 1 市 4 町組合立の病

院になる 
  

S61.12  へき地中核病院  

S62.4 

中央棟増築 

(病棟、外来部門、人工透析センター、ICU・CCU など拡充) 

100 床増床  

へき地巡回診療開始(大野原町田野々地区) 

 

一般 395 床 

結核 20 床 

計 415 床 

H1.4 移動健康教室開始   

H3.8 

新管理棟及び放射線部門・内視鏡センター・手術部門など増

築完成 

リニアック導入 

  



年月 沿革 
指定基準・施設基準 

施設認定 
病床数 

H4.5 
健康管理センター開設、豊浜町老人介護支援センター併設 

歯科訪問指導開始 
  

H5.2 作業療法･言語療法開始   

H5.7 訪問看護ステーション開設   

H6.5 全国自治体病院協議会会長表彰(自治体立優良病院)   

H6.6 

結核 20 床廃止、一般病棟 20 床増床 

国保保健福祉総合施設「すこやか」併設 

(健康管理センターと訪問看護ステーションを収容) 

 一般 415 床 

H7.4  病院群輪番制  

H7.5 自治大臣表彰(自治体立優良病院)   

H7.6 歯科訪問診療開始   

H8.4 

老人保健施設｢わたつみ苑｣開設(豊浜町) 

歯科保健センター開設 ヘリカル CT 導入 

初診時特定療養費算定開始 

 
わたつみ苑

80 床 

H8.6  エイズ診療拠点病院  

H8.11  災害拠点病院  

H9.10 
集団給食の実施を通じ栄養及び食生活の改善に対する表彰 

(厚生大臣) 
  

H10.4 
健康増進部改め地域医療部、総合相談室設置  

院外処方箋発行･薬剤管理指導開始 
  

H11.7  急性中毒拠点病院  

H11.12  居宅介護支援事業所  

H12.3  臨床研修病院  

H12.4 

新南棟増築(病棟･外来部門などを拡充)100 床増床  

病床数 515 床(うち緩和ケア 12 床) 

オーダリングシステム開始 

 一般 515 床 

H12.7 第 2 種感染症病床 4 床増床  

一般 515 床 

感染 4 床 

計 519 床 

H13.6 物品管理システム稼働   

H14.3 
遠隔画像診断システム稼動(現在 17 医療機関と連携) 

画像ファイリングシステム稼動 
  

H14.4 夜間小児救急医療開始 地域医療連携室設置   

H14.11  地域リハビリ支援センター  

H15.4 電子レセプトシステム稼動 
へき地医療拠点病院 

歯科医師臨床研修施設 
 



年月 沿革 
指定基準・施設基準 

施設認定 
病床数 

H15.12  地域がん診療拠点病院  

H16.3  

日本医療機能評価一般病院 

認定(Ver.4) 

臨床研修病院(新制度) 

 

H17.3 災害派遣医療チーム(DMAT)体制整備   

H17.4 
豊浜町より介護老人保健施設｢わたつみ苑｣運営を引き継ぐ 

観音寺市伊吹診療所にて診察開始 
  

H17.10 

豊浜町･大野原町･観音寺市が、合併により新しい｢観音寺市｣

誕生となり観音寺市･山本町･財田町の 1 市 2 町立の病院にな

る 

  

H18.1 

高瀬町･山本町･三野町･豊中町･詫間町･仁尾町･財田町の 7 町

合併により｢三豊市｣誕生 観音寺市･三豊市の 2 市組合立と

なる 

歯科臨床研修施設 

(新制度) 
 

H18.2 

医療統合システム稼働 

(電子カルテ、オーダリング、画像ファイリング、物品管理シ

ステム等) 

  

H18.8 新棟整備事業設計公募型プロポーザル審査委員会設置   

H19.4 
新棟整備事業建築設計開始 

医科レセプトオンライン請求開始 
  

H19.7 DPC 準備病院 
一般病棟入院基本料 

(10:1 看護)  
 

H20.4 特定健診事業開始   

H20.8 治療中患者の保健指導モデル事業開始   

H21.1 
院内保育施設「わたっ子保育園」開設 

第 2 立体駐車場完成 
  

H21.2 デジタル X 線テレビシステム更新   

H21.3 
公立病院改革プラン策定  

医師住宅カーサノルド東館着工 

日本医療機能評価一般病院 

更新(Ver.5) 
 

H21.4 
DPC 対象病院認定 

新棟整備事業着工 
  

H21.9 頭頸部外科を標榜   

H22.4 
地方公営企業法全部適用 

三豊総合病院組合から三豊総合病院企業団に名称変更 
  

H22.7 卒後臨床研修センター設立   

H23.1 泌尿器科砕石用レーザー装置導入   



年月 沿革 
指定基準・施設基準 

施設認定 
病床数 

H23.3 
DMAT 出動(東日本大震災)   

医師住宅カーサノルド東館完成 
  

H23.4 
保健福祉総合施設事業に社会保健福祉事業所を設置 

被災地へ救護班 3 班出動(南三陸町) 
卒後臨床研修評価認定  

H23.5 全国自治体病院協議会会長表彰(自治体立優良病院)   

H23.7 
新西棟完成 

PET シンチ・連続血管撮影装置導入 
地域医療支援病院  

H23.8 
新西棟(手術室、ICU・CCU、救急部門、防災センター、病棟)運

用開始 
  

H23.9 一般病床 37 床減床  

一般 478 床 

感染 4 床 

計 482 床 

H23.10 開放型病床 5 床設置   

H24.3 
地域救命救急センター開設 

MRI 更新(1.5T) 
  

H24.4 
放射線診断科、放射線治療科を標榜 

開放型病床 9 床に変更 
  

H24.5 総務大臣表彰(自治体立優良病院) 

日本医療機能評価 

(緩和ケア機能 Ver.2) 

認定 

 

H24.6 南検査部門棟増築完成   

H25.2 開放型病床 12 床に増床   

H25.3 中央棟増築完成   

H25.4  卒後臨床研修評価認定更新  

H25.6 病児・病後児保育施設「わたっ子保育園」開設   

H25.7 新中央棟増築完成   

H25.8 
病院通り開通  レストラン・コンビニオープン 

新棟整備事業竣工 
  

H26.1 病理診断科を標榜   

H26.3 
電子カルテシステム更新 

マルチスライス CT 装置更新 
  

H26.9 地域包括ケア病棟に転換(47 床)   

H26.10 財田診療所運営委託開始 
日本医療機能評価 

一般病院認定(Ver.6) 
 

H26.11 循環器病センター開設   

H27.3 第 1 立体駐車場完成   



年月 沿革 
指定基準・施設基準 

施設認定 
病床数 

H27.4  卒後臨床研修評価認定更新  

H27.5 第 1 回三豊総合病院まつり開催   

H28.4 

時間外選定療養費算定開始 

新公立病院改革プラン策定 

DMAT 出動(熊本地震） 

  

H28.5 第 2 回三豊総合病院まつり開催   

H29.2  

日本医療機能評価 

緩和ケア病院(副機能)認定 

(3rdG Ver.1.1) 

 

H29.3 デジタル式乳房 X 線撮影装置更新   

H29.5 第 3 回三豊総合病院まつり開催   

H30.3 MRI 更新(3.0T)   

H30.4 daVinciXi 購入   

H30.5 第 4 回三豊総合病院まつり開催   

H30.6 心臓用連続血管撮影装置更新   

H30.9 daVinciXi 運用開始   

H30.10 初診時および再診時選定療養費算定開始   

H31.4 中央 3 階病棟休床（20 床）  
稼働病床数 

462 床 

R1.5 第 5 回三豊総合病院まつり開催   

R1.6 C アーム X 線テレビシステム更新 地域がん診療病院  

R1.11 
「緩和ケア病棟」⇒「南 5 病棟」へ名称を変更し一般病棟へ 

変更 
  

R1.12 消化器外科を標榜   

R2.1 医療費支払い クレジットカード対応開始   

R2.4  地域がん診療連携拠点病院  

R2.6 西 7 階病棟（整形外科病棟）、西 8 階病棟（内科病棟）へ変更   

R2.7 

 南 4 階病棟、南 5 階病棟を統合し、南 4・5 階病棟へ変更 

  サーモグラフィ発熱測定ドームカメラ、 

 AI 体温測定顔認証端末（FACEFOUR）導入 

  

R2.8  
新型コロナウイルス感染症 

 重点医療機関 
 

R2.9 
中央 3 階病棟閉床 一般病床 20 床減床 

全自動遺伝子解析装置（GENECUBE）導入 
 

一般 458 床 

感染 4 床 

計 462 床 



年月 沿革 
指定基準・施設基準 

施設認定 
病床数 

R2.10 O-arm（type2）装置、ナビゲーションシステム導入 
新型コロナウイルス感染症 

疑い患者受入協力医療機関 
 

R2.11 正面玄関改修   

R3.1 全自動遺伝子解析装置（SmartGene）導入   

R3.3 
職員の新型コロナウイルスワクチン接種開始 

内科外来での AI 問診運用開始 
  

R3.5 新型コロナウイルスワクチン集団予防接種開始   

R3.6 新型コロナウイルスワクチン個別接種開始   

R3.10 耳鼻咽喉科医師 2 名 常勤開始   

R3.12 健診棟設備事業着工   

R4.2 
マイナンバーカードの保険証利用及び 

オンライン資格確認システム導入 
  

R4.3 新型コロナウイルスワクチン小児集団予防接種開始   

R5.4 ウェルネスサポートプラザ完成   

R5.5 
第 37 回全国国民健康保険診療施設協議会地域医療現地研究

会開催 
  

R5.7 汎用高精度放射線治療装置（True Beam）導入   

 

 （２）病院概要 

【三豊総合病院】 

 ■基本理念 

Ｍ Medicine 信頼される医療 

Ｇ Generality 保健・医療・福祉の包括医療、ケアシステムの展開・推進 

Ｈ Hospitality 優しさと情熱 

 

 ■施設概要   

所在地 香川県観音寺市豊浜町姫浜 708番地 

開設年月日 昭和 26 年 12 月 1 日 

敷地面積 45,546.07 ㎡ 

建物面積 54,603.55 ㎡ 

診療科 

内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・神経内科・心療内科・精神科・小児科・外科・

整形外科・形成外科・脳神経外科・心臓血管外科・消化器外科・皮膚科・泌尿器科・

産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・頭頸部外科・リハビリテーション科・放射線診断科・

放射線治療科・麻酔科・リウマチ科・病理診断科・歯科・歯科口腔外科・矯正歯科 

計 29 科 

許可病床数 一般 458 床、感染 4床、合計 462 床 



指定関係 保険医療機関 児童福祉施設（助産施設） 

 労災保険指定医療機関 第二種感染症指定医療機関 

 生活保護法指定 へき地医療拠点病院 

 救急告示医療機関 災害拠点病院 

 結核指定医療機関（感染症法） 地域医療支援病院 

 養育医療指定医療機関 地域救命救急センター 

 母体保護法 臨床研修指定病院 

 原爆医療・被爆者指定医療機関 歯科医師臨床研修施設 

 指定自立支援医療機関 地域がん診療連携拠点病院 

 卒後臨床研修評価機構認定病院 病院機能評価機構認定病院 

 病院群輪番制参加医療機関 急性中毒拠点病院 

 エイズ診療拠点病院 地域リハビリ支援センター 

 在宅当番制参加医療機関 難病医療指定医療機関 

 新型コロナウイルス感染症重点医療機関  

 新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●図表１ 近隣の医療機関との位置関係 

 

 （３）特徴 

  ① 旧三豊保健医療圏の最大規模の病院 462 床、29 診療科 

  ② 地域がん診療連携拠点病院 

  ③ 臨床研修指定病院 

  ④ 災害拠点病院 

  ⑤ へき地医療拠点病院 等 

 

２．現状分析と課題 

 （１）外部環境分析 

    病院の経営環境は、外部要因に影響を受ける外部環境と、内部要因に影響を受ける内部環境の

状況によって大きく変化します。外部環境とは主に、患者（人口）動向や周辺医療機関など外部機

関の医療提供状況、国や香川県による政策や制度の状況、そして近年では新型コロナウイルス感染

症の拡大などの社会状況などが挙げられます。これら一つ一つが病院の経営に大きな影響を与え

ており、動向を分析することで、今後の公立病院経営の見通しを推測し、考えられうる課題に対し

ての取り組みを強化させることができます。 

 



  ① 患者居住地 

    今後、患者数を推計する上で、現状における患者（入院、外来別）の居住地について調査を実施

しました。令和 4 年度における外来患者は観音寺市 54％。三豊市 29％、その他県内 2％、四国中

央市 13％、その他 2％です。また、入院患者は観音寺市 50％、三豊市 37％、その他県内 3％、四

国中央市 8％、その他 2％であり、外来、入院ともに 8割以上が構成市である観音寺市、三豊市の

患者であるという結果になりました。 

 

  ●図表２ 地域別患者数及び割合（令和 4年度累計実績） 

   

 

  ② 人口推計 

    国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今後も人口減少が続くことが予想され、2045 年

には 2020 年と比較すると約 31％減少する予想となっています。また、高齢化率が進む一方 65 歳

以上の高齢者実数は既に減少し始めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ●図表３ 観音寺市、三豊市の将来推計人口と高齢化率（65 歳以上）の推移 

 

 

 

  ③ 旧三豊保健医療圏の医療介護需要予測指数 

    日本医師会が提供している地域医療情報システムによると、観音寺市及び三豊市の医療介護需

要は国税調査のデータを 100 とした場合、2045 年には医療 80、介護 94 であり、いずれも現在の

需要を下回る予測となっています。ただし、介護需要については 2040 年までは 2020 年よりも上

回る見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ●図表４ 旧三豊保健医療圏の医療需要予測 

 

 

  ④ 地域医療資源の状況 

    観音寺市における医療提供体制を確認するために、医療資源（病床数、医師数）について観音寺

市、三豊市、旧三豊保健医療圏、香川県の各数値平均で比較しました。 

 

   ア）病床数の状況 

     人口 1 万人あたりの一般病床数については、観音寺市 131.6、三豊市 34.9 床、旧保健医療圏

82.2 床、香川県 91.1 床、全国平均 70.1 床であり、県平均と比べ、観音寺市は大きく上回り、

三豊市は大きく不足しているものの、旧保健医療圏においては県平均を少し下回る水準に留ま

っています。 

 

   イ）医師数の状況 

     人口 1万人あたりの医師数については、観音寺市 29.6 人、三豊市 12.3 人、旧保健医療圏 20.8

人、香川県 28.0 人、全国平均 25.4 人であり、観音寺市単独では県平均を上回っていますが、三

豊市単独、旧保健医療圏においては県平均を下回っている状況であり、医師の数が不足している

ことが分かります。 

 

 

 

 



  ●図表５ 地域医療資源の状況（人口 1万人あたり） 

 

 

  ⑤ 地域医療構想 

    今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質、量の変化や労働人口の減少を考えると、質の高

い医療を効率的に提供できる体制を構築する必要があります。これを実現するために、医療機関の

機能分化、連携を進める必要があり、2025 年の医療需要と病床の必要量を推計し、香川県が「地

域医療構想」として策定しています。香川県においては、構想地域を東部、小豆、西部の 3区域に

分けており、観音寺市、三豊市は坂出市以西の 10市町から構成される西部構想区域に属していま

す。 

 

    下表のとおり、西部構想区域においては、高度急性期 298 床不足、急性期 865 床超過、回復期

447 床不足、慢性期 343 床超過の状況です。病床機能ごとの必要病床数に対してバラつきがあるも

のの、地域医療構想が策定された当初から比較すると、少しずつではありますが、各機能の必要病

床数に近づいてきています。 

    また、このうち、当院は高度急性期 20床、急性期 391 床、回復期 47 床を有しています。 

 

  ●図表６ 西部構想区域における機能別病床数 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

必 要 病 床 数 439 1,450 1,596 1,118 

R3 年度時点 141 2,315 1,149 1,461 

過 不 足 △298 +865 △447 +343 

   



⑥ 新型コロナウイルス感染症の影響 

    あらゆる公立病院が新型コロナウイルス感染症への対応において、積極的な病床確保と入院患

者の受入をはじめ、発熱外来の設置や PCR 検査、ワクチン接種等で中核的な役割を果たしており、

感染症拡大時に公立病院の果たす役割の重要性が認識されました。 

    実際に全国的な公立病院のデータとして、令和 3 年 1 月の調査によると、全国の病床数に占め

る公立病院の病床数の割合は約 14％であるのに対し、新型コロナウイルス感染症の即応病床数の

割合は約 32％の病床を確保しており、人工呼吸器使用の入院患者割合においては約 56％のシェア

を占めました。 

    当院においても、新型コロナウイルスワクチン集団接種時において医師、薬剤師、看護師を派遣

しているほか、当院でのワクチン接種も継続しています。また、発熱外来を設置し、多くの新型コ

ロナウイルス感染症陽性患者を受け入れています。 

 

  ⑦ 医師の働き方改革について 

    令和元年度より、働き方改革関連法が順次施行され、医療機関で働くすべての人を対象に原則

として月 45 時間、年 360 時間、臨時的な特別な事情がある場合、複数月平均 80 時間（休日労働

を含み年 6か月まで）、年 720 時間などを限度とした時間外労働の上限規制が導入されました。一

方で、医師についてはその特殊性を踏まえて上記の対象とはせず、令和 6 年度から上限規制が適

用されることとなりました。 

    法施行以降は原則年 960 時間の時間外労働を上限としつつ、一定の条件を満たした医療機関で

は、暫定的に年 1,860 時間の時間外労働が上限とされています。当院において適用する水準は Aを

予定しています。 

    地域によっては医師不足が深刻となっており、特に医師の確保が経営改善に直結する公立病院

においては、医師の働き方改革と経営健全化の両方を実現しなくてはならない状況におかれてい

ます。現状当院において、深刻な時間外労働は発生していませんが、医師の業務負荷は大きいため

負荷軽減が課題となっています。 

 

  ⑧ 診療報酬の改定について 

    病院の収益に大きな影響を与える診療報酬については２年毎に改定されています。これは高齢

者人口の増加や生活習慣病患者の増加などに伴う医療費の増加が背景とされており、医療保険制

度を維持するための改定です。 

    公立病院も含めた全ての医療機関は、この改定によって随時収益構造も見直す必要があること

から、診療報酬改定の内容に留意し、経営しなければならない環境に置かれています。このため定

期的に勉強会を開催し、得られる収益の請求漏れ等がないように研鑽する必要があります。 

 

 （２）内部環境分析 

    当院の事業収支状況の比較として、各年度における決算書の推移を比較し、増減要因を分析し

ました。また、令和３年度地方公営企業年鑑から類似病院を抽出し、収益、費用、各種比率の平均

値を算出した上で、比較分析を行いました。 



 ① 財務諸表分析 

  ア）最近 5か年の損益状況 

    ●図表７ 損益計算書（単位：千円） 

 

 

 

   ○医業収益の状況 

    令和元年度末以降、新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、医業収益は入院、外来ともに大

きく減少しましたが、令和 2年度を底にその後は緩やかに増加傾向にあります。 



    ●図表８ 医業収益（単位：百万円） 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●図表９ 診療単価（円）と年間入院患者数（人） 

 

     

●図表 10 診療単価（円）と年間外来患者数（人） 

 

 

   ○医業費用の状況 

    医業費用は、基本的に医業収益の増減に影響を受けますが、令和２年度以降は新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けて医業収益が減少したため、対医業収益比率が 100％を超えています。 

 



    ●図表 11 医業費用（百万円）と対医業収益比率 

 

     

●図表 12 職員給与費（単位：百万円）と対医業収益比率 

 

     



●図表 13 材料費（単位：百万円）と対医業収益比率 

 

 

  イ）令和４年時点の資産・負債の状況（貸借対照表） 

   ○現金預金残高の状況 

    流動比率は、安全水準とされる 200％を大きく上回っています。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●図表 14 現金預金残高と流動比率（％） 

 

   ○企業債（他会計借入金を含む）・現金預金残高 

    企業債残高に対して、現金預金残高が大きく上回っている状況が続いています。 

 

    ●図表 15 企業債と現金預金残高のバランス（百万円） 

 

  



② 前回病院改革プランの計画達成状況 

  主な経営指標の状況を、目標対実績の観点から評価しました。なお、令和２年までの目標数値は前病

院改革プランにて設定した数値を使用しております。 

 

    ●図表 16 経常収支比率・医業収支比率の状況 

 

  経常収支比率については、限りなく目標達成に近い状況にあります。ただし、医業収支比率について

は令和２年度から新型コロナウイルス感染症の影響を受けて医業収益が減少したことが主な原因とな

り、目標を下回りました。 

 

    ●図表 17 職員給与費対医業収益比率の状況 

 

  医業収支比率が減少傾向にあるため、職員給与費対医業収益比率は増加しています。よって目標未

達となりました。特に医業収益が減少した令和２年度は高い数値を示していますが、今後は医業収益の

増加が見込めれば数値は落ち着くと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ③ 患者数の動向 

    ●図表 18 患者数等推移 

 

    ○入院患者関連 

     入院患者数は、新型コロナウイルス感染症の影響で病床を確保したため、令和２年度以降減

少しています。 

 

    ○外来患者関連 

     外来患者数も、入院同様新型コロナウイルス感染症の影響を受けたため、令和２年度以降減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ●図表 19 主な診療科別外来患者数の推移（内科：第１軸、他科：第２軸） 

 

 ④ 他の病院との比較分析 

   当院の状況を客観的に分析するため、令和３年度地方公営企業年鑑から総務省の定める類似自治

体病院の収益、費用、各種比率の平均値を算出した上で、比較分析を行いました。なお、指定管理者

制度を導入している病院については同条件でのデータ抽出が困難であるため、対象から除外してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ●図表 20 類似病院実績比較 

 

    ア）経常収支比率 

      一般会計から繰入金を含めた全ての収益的収支を示したこの指標においては、他団体と比

べて低い水準にあります。この指標は本来 100％を確保することが望ましい指標で当院はこれ

を上回っています。 

 

    イ）医業収支比率 

      同比率は、一般会計等の繰入等の医業外収支を除いて計算しており、その病院の医療につ

いての実力を表す指標です。類似病院と比較して当院はその数値を上回っています。 

 

    ウ）職員給与費医業収益比率 

      この指標は、医業収益に占める人件費の割合を示したものであり、指標が低いほど効率的

な運営が行われているといえます。一般的に公立病院においては民間病院に比べて高くなる

傾向にありますが、70％を下回ることが理想とされており、当院はこの水準を下回っていま

す。 

    エ）委託料費対医業収益比率 

      他団体に比べて、若干低い数値になっています。 

 

    オ）材料費対医業収益比率 

      他団体と比較して抑えられている傾向にあります。納入業者との交渉や、ジェネリック医

薬品の積極的活用等により、引き続き抑制することが求められます。 



    カ）入院に関する指標 

      他団体平均を上回っています。入院収益単価は類似病院と比較して下回っているので改善

が求められます。 

 

    キ）外来に関する指標 

外来患者数については、患者数わずかに下回っています。単価については全国の類似病院を

上回っています。 

 

 （３）当院における課題の整理 

    外部環境分析及び内部環境分析によって、当院における改善検討が必要な課題を整理しました。 

 

  ① 収入増加・確保に関する課題 

    ○広報活動 

     新しく赴任した医師の情報や新規導入医療機器の情報などについて、近隣の医療機関をはじ

め、地域住民に対しても積極的に広報する必要があります。広報手段としては、院内掲示は基よ

り、病院ホームページや SNS などを活用します。 

     

○病床利用率のさらなる向上 

     新型コロナウイルス感染症により落ち込んでいました病床利用率も少しずつではありますが、

上昇してきました。今後は、近隣の医療機関と密に連携し、紹介件数を増加させ、入院につなげ

ていきます。 

 

    ○入院診療単価の向上 

     常勤麻酔科医を確保したことで、全身麻酔件数の増加が見込まれます。患者様には安全な医

療を提供すると共に、入院収益の増加を目指します。 

 

    ○検査機能の強化と他医療機関との連携 

     高額医療機器の共同利用などを積極的に行い、近隣の医療機関との連携強化を目指します。 

 

  ② 経費削減・抑制に関する課題 

    ○職員給与費率の抑制 

     類似病院と比較して低い水準にあります。しかし、近年は増加傾向にあるため、医療提供体制

の維持と収益確保に対する適正な人員配置を常に検討し、実施する必要があります。 

 

    ○委託料の見直し 

委託料水準は類似団体と比較して低い水準にあります。しかしながら委託内容、委託先は多岐

にわたっており、委託の必要性、価格の妥当性について定期的に見直す必要があります。 

また、逆に職員が実施している業務で、委託することによってメリットが得られる場合におい



ては、当該業務の委託も検討しなければなりません。 

 

    ○その他費用削減分野の有無検討 

     昨今の物価上昇により、診療材料費や日用品・文具などの消耗品費が高騰していますので、適

切な使用を目指します。 

 

  ③ 人員確保・離職防止に向けた課題 

    ○慢性的な常勤医師・看護師の不足 

     持続的な医療体制の提供において医師の確保は重要な課題です。観音寺市における人口当た

り医師数は県平均に比べて多い状況ですが、今後の当院の安定的な経営のためにも医師の確保

施策立案・実施が重要です。また、看護師確保においても、看護学校訪問などを行い、安定的に

確保できるよう努めます。 

 

    ○職員の職場満足度上昇 

     当院の地域医療における役割を明確化し、共有し、職員のモチベーションを向上させるなど、

離職を防止する取り組みが求められます。 

 

    ○ICT の推進による効率化 

     現在職員が実施している業務で、ICT を活用できる業務がないか、その結果効率化が図れ、コ

スト面でも業務負荷軽減面でも効果を発揮できるものがないか、検討する必要があります。 

 

  ④ 施設面での課題 

     令和５年４月に健診棟の建て替えが完了しました。当面は設備面の課題はありませんが、中

央棟の建て替え等検討事項もある状況です。 

 

３．地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

 （１）地域医療構想を踏まえた果たすべき役割 

    病床の機能分化・連携という観点においては、当院は高度急性期病床、急性期病床、回復期病床

を有しています。特に、構想区域内で必要病床数に達していない高度急性期病床は 20 床、回復期

病床は 47床有しています。このように当院は回復期病床を有していますが、全体的にみると高度

急性期、急性期に機能特化した病院としての役割を担っています。 

    また、当院は、旧三豊保健医療圏における数少ない二次救急医療機関であり、災害医療における

災害拠点病院、へき地医療におけるへき地医療拠点病院としても位置付けられており、自治体病院

として、地域のあらゆる医療についての役割も求められています。 

 

 （２）地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

    地域包括ケアシステムについては、住まい・医療・看護・介護・生活支援が一体的に提供される

体制づくりが市町単位で進められています。 



 

    ●図表 21 地域包括ケアシステムに向けた取り組み 

 

 （３）機能分化・連携強化に関する事項 

    医師・看護師等の医療人材や、医療機器などをはじめとする限られた医療資源を最大限効率的

に活用するためには、地域内における相互利用が必要となってきます。このために地域内での各医

療機関の機能を明確化し、情報等の連携を強化していきます。当院においては、最新の医療機器を

保有しているため、同様の医療機器を持たない病院・診療所の検査機能を担います。具体的には地

域連携課が中心となって、近隣医療機関への当院が可能な業務の情報提供、香川県が推進する K-

MIX R 等の活用を推進するなどの取組を検討します。 

 

 （４）新興感染症の感染拡大時の対応に資する機能整備 

    前述のとおり、新興感染症拡大時における公立病院の役割は民間病院に比べて大きなものとな

っています。当院においては、発熱外来を設置し、初期症状患者の対応機能を有しつつ、感染症病

床（陰圧）を確保することにより、感染症患者の対応も可能な体制を整えています。 

 

 （５）一般会計負担の考え方 

    自治体の運営する公立病院などの地方公営企業は、その経営に要する経費を、経営に伴う収入

をもって充てる独立採算性が原則とされています。 

    つまり当院においても、その経費は原則として医療報酬をもって賄われるべきとの考え方のも

とで運営されています。 

    しかしながら、地方公営企業法上、 

    ・その性質上企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費 

    ・その公営企業の性質上能率的な経理を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てる

ことが客観的に困難であるとも認められる経費等については、補助金、負担金、出資金、長期

貸付金等の方法により、一般会計等が負担するものとされており、このルールについては毎年



度「繰出基準」として総務省より市に通知されています。 

    

 ●図表 22 一般会計繰入金のイメージ 

 

 

    当院では、公立病院として救急医療や先進医療を担っており、地域に必要な医療提供を行う必

要があります。本計画においても、病院事業に必要な費用に関しては医業の料金収入をもって充て

ていますが、公立病院としての役割を担うために必要な病院事業により発生する費用に関しては、

原則として、国の基準に基づく一般会計負担による運営を行っています。 

    今後も、総務省から示される繰出基準に基づいて運用していくことを基本原則とします。 

 

４．経営強化プランの目標と具体的な取組 

 （１）投資財政計画 

    病院の持続的経営に最も大切な要素として、充分な現金預金残高を有する、という点が挙げら

れます。このため、投資財政計画を策定するにあたり、計画最終年度である令和９年度時点で、令

和４年度末時点と同水準の現金預金残高を保有する点を重視し、策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ●図表 23 投資財政計画（単位：千円） 

 



（２）経営指標に係る数値目標 

    投資財政計画の実現に向けた各警視指標の数値目標を設定しました。 

    ●図表 24 経営指標に係る数値目標 

 

 （３）目標達成に向けた具体的な取り組み 

  ① 収入増加・確保に向けた取り組み 

    【施策１】紹介患者の増加 

      《取組１》広報活動、医療フォーラム 

 

    【施策２】手術件数の増加 

      《取組１》医師（特に麻酔科）の確保 

 

    【施策３】レセプトチェックと課題の共有 

      《取組１》レセプトの返戻や減点等の査定の防止 

 

  ② 経費削減・抑制に向けた取り組み 

    【施策１】人員の適正配置 

      《取組１》業務の質、業務の量の適切な把握とタスクシェアの推進 

    【施策２】共同購入 

      《取組１》日本ホスピタルアライアンスの積極的な利用 

 

５．経営形態の見直し 

 （１）現状における経営形態 

    地方公営企業である公立病院には、運営する上でいくつかの経営形態の選択肢があり、各病院

が実情に応じていずれかの形態にて運営しています。当院においては以下の形態で運営していま



す。 

 

    ●図表 25 当院の経営形態 

経営形態 現状 

①地方公営企業法 全部適用 

②独立行政法人化 無 

③指定管理者制度 無 

 

 （２）経営形態の見直しに係る選択肢 

  ① 地方独立行政法人化 

    地方独立行政法人化は地方独立行政法人法に基づき、地方独立行政法人を設立し、経営を譲渡

するものです。地方公共団体と別の法人格を有する経営主体に経営を委ねることで、地方公共団体

が直営で事業を実施するより、例えば予算、財務、契約、職員定数、人事、給与等の面で自律的、

弾力的な経営が可能となり、権限と責任の明確化に資することを期待できます。これまで地方独立

行政法人化した病院においては人事面、財務面での自立性が向上し、医師、看護師等の確保の面で

高い効果をあげている例が多いことから、今後の大きな課題である医師、看護師の確保や働き方改

革にも有効と考えられます。 

 

  ② 指定管理者制度の導入 

    指定管理者制度は地方自治法第 244 条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって当

該普通地方公共団体が指定するものに公の施設の管理を行わせる制度であり、民間の医療法人等

を指定管理者にすることで、民間的経営手法の導入が期待されます。ただし、本制度の導入が効果

を上げるためには「適切な指定管理者の選定に特に配慮すること」、「提供されるべき医療の内容、

委託料の水準等、指定管理者に係る諸条件について事前に十分に協議し、相互に確認しておくこ

と」、「病院施設の適正な管理が確保されるよう、地方公共団体においても事業報告書の徴取、実地

の調査等を通じて、管理の実態を把握し、必要な指示を行うこと」、「医師、看護師等の理解を得な

がら進めること」等が求められます。 

 

 （３）経営形態見直し要否の検討 

    地方公営企業法全部適用の経営形態について、現在のところ見直す予定はありません。、地方公

営企業法全部適用の利点として、病院事業を総括的に管理する事業管理者として企業長を設置す

ることにより経営責任が明確になることが挙げられます。また、企業長には組織の運営や体制の構

築に関する権限が地方公共団体の長より委譲されているため、医療政策や診療報酬改定に迅速に

対応することができます。今後もこの経営体系を維持した上で、健全経営を継続します。 


